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１. 沖縄県大気常時監視について 

本県では、大気汚染防止法第２２条に基づき、測定局を設置し、大気汚染物質自動

測定機にて県内の大気汚染の状況を常時監視しております。 

測定局は、本島・離島あわせて１０局あり、県が８局、那覇市が２局を設置し測定を行

っております。 

測定局ごとに測定物質は異なりますが、本県では環境基準が定められている６種

類を測定しております。 

 

● 測定物質 

① 二酸化硫黄（SO２） 

② 二酸化窒素（NO2） 

③ 一酸化窒素（CO） 

④ 光化学オキシダント（Oｘ） 

⑤ 浮遊粒子状物質（SPM） 

⑥ 微小粒子状物質（PM2.5） 

 

  

 

 

 

 

 

２．測定結果の公表について 

「沖縄大気常時監視情報ホームページ」は、リアルタイムの測定結果を広く

県民等に周知するために、運用しております。 

本ホームページに掲載されているデータは、速報値であり、確定値ではありませ

ん。データ検証の結果、後日修正されることがあります。 

また、本県の測定結果を含め、各自治体の測定結果を環境省広域監視システム

（通称：そらまめ君）にて集計し公表しております。そらまめ君のデータも本ホームペ

ージと同様に速報値となっております。 

データ検証を行った測定結果は、年に 1回環境省に報告するとともに、県の環境白

書でも公表しております。 

第１章 沖縄県大気常時監視事務について 

大気汚染防止法 （抜粋） 
（常時監視） 
第 22 条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染（放射性物質による

ものを除く。第 24 条第１項において同じ。）の状況を常時監視しなければならない。 
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【参考】 

〇環境省広域監視システム（そらまめ君） 

 ※下記 URL をクリックするとページに飛びます。 

URL：http://soramame.taiki.go.jp/ 

 

 

 そらまめ君へのリンクは、本 

ホームページの「沖縄県からの 

お知らせ」内の外部リンクからも 

確認できます。 

 下記外部リンクをクリックする

と、そらまめ君のサイトに 

飛びます。 

 

 

 

 

 

〇沖縄県環境白書（環境部環境政策課ホームページ） 

※下記 URL をクリックするとページに飛びます。 

 URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/kikaku/hakusho.html 

 
 

３．環境基準について 

環境基準とは、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが

望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に

施策を実施していくのかという目標を定めたものを言います。 

 そのため、環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目

標であることから、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より

積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするも

のになります。 

測定物質毎に環境基準が異なっており、環境省のホームページでご確認できます。

本ホームページから環境省のページにリンクしていますので、ご確認ください。 

 

 

 

拡大 

http://soramame.taiki.go.jp/
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/kikaku/hakusho.html
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環境省へのページは、本ホームペ

ージの画面下部にある 

 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．沖縄県からのお知らせ 

ホームページ内の画面上部にある「沖縄県からのお知らせ」では、測定機や測定

局の欠測情報、その他重要な情報などを載せております。 

測定値が更新されない場合、機器のメンテナンス等で欠測となっていることがあ

りますので、「沖縄県からのお知らせ」をご確認下さい。 

 

 

 

 〇お知らせ欄はスクロール可能です。古い情報は、見えなくなりますので、スクロール

してご確認ください。 

  
 

第２章 測定結果の公表について 

※画面スクロール可能 
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２．微小粒子状物質（PM2.5）測定結果の確認方法 

２-１ 微小粒子状物質（PM2.5）の測定結果 

 本ホームページを開くと、画面下の微小粒子状物質（以下「PM2.5」という。）の

最新の測定結果を確認することができます。 

下図画面ではない場合、            のタブをクリックすると

PM2.5 の結果を確認できます。 

※「----」は測定機の点検等により欠測となっている時刻を表します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆PM2.5 の環境基準値◆ 

・１年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3 以下であること。 

 

  

   

PM2.5 は１時間値の結果だけでなく、公表している時間までの暫定的な平均

値も確認することができます。 

※PM2.5 の環境基準値は、1 日平均値と１年平均値の基準であるため、速報値を

環境基準と比較する場合は、１時間値を用いるのではなく、平均値で比較する

必要があります。 

※タブをクリック 

【用語】 ・μ（マイクロ）：100 万分の 1 を表す接頭語 

・m3（立方メートル）：体積の単位 
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２-２ 微小粒子状物質（PM2.5）の注意喚起について 

 PM2.5 の測定結果が高濃度になると、県内に注意喚起を行い、県民に対し 

大気の状況を広く周知します。 

 注意喚起は、マスコミ等を通じて行うほか、各関係機関を通じて行います。 

(※例：市町村の場合、市町村の連絡担当課を通じて市町村教育委員会へ通知し、

通知を受けた教育委員会が管轄内の公立小中学校等へ周知します。) 

 

【注意喚起区分図】 
〇注意喚起は、本島地域、宮古地域、八重山地域の３地域に区分して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他離島（大東島を除く。）については、管轄の地域区分で注意喚起を行います。 

 

【注意喚起基準】 

〇注意喚起は国の指針に基づき決定しており、以下の基準で判断します。 

・１日平均値が７０μｇ／立方メートルを超えると予想される場合。 

７０μｇ／立方メートル超えるかどうかの判断は以下の２つの基準で判断します。 

 判断時期 判断基準 

① 早朝 
午前５時から午前７時までの１時間値の平均値が８５μｇ／立方メ

ートルを超えた場合。 

② 日中 
午前５時から午前１２時までの１時間値の平均値が８０μｇ／立方メ

ートルを超えた場合。 
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３．光化学オキシダント（Ox）測定結果の確認方法 

３-１ 光化学オキシダント（Ox）の測定結果 

本ホームページを開き、画面下の光化学オキシダント（以下「Ox」という。）のタ

ブ           をクリックするとOxの最新の測定結果を確認すること

ができます。 

※「----」は測定機の点検等により欠測となっている時刻を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Ox の環境基準値◆ 

・１時間値が 0.06ppm 以下であること 。 

 

 

 

 

 

 

【用語】 ・ｐｐｍ（ピーピーエム）：100 万分の 1 を基準とする割合を表す単位。 

※タブをクリック 

   

※Ox の環境基準は１時間値の基準となっております。 

そのため、速報値を環境基準と比較する場合は、１時間値を用いて行います。

PM2.5 の環境基準の比較方法とは異なっております。 
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３-２ 光化学オキシダント（Ox）の注意報について 

 Ox の測定結果が高濃度になると、県内に注意報を行い、県民に対し大気の状況

を広く周知します。 

 注意報は、マスコミ等を通じて行うほか、各関係機関を通じて行います。 

(※例：市町村の場合、市町村の連絡担当課を通じて市町村教育委員会へ通知し、

通知を受けた教育委員会が管轄内の公立小中学校等へ周知します。) 

 

【注意報区分図】 
〇注意報は、北部地域、中部地域、南部地域、宮古地域、八重山地域の５地域に

区分して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他離島（大東島を除く。）については、管轄の地域区分で注意報を行います。 

 

【注意報基準】 

〇注意報の判断は、大気汚染防止法第 23 条に基づき、以下の基準で判断しま

す。 

・１時間値が 0.12ppm を超え継続すると判断した場合。 

 継続するかの判断は、他の地域の測定機の結果や気象条件等をもとに判断しま

す。 
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４．その他物質（SPM、SO2）の測定結果の確認方法 

本ホームページを開き、画面下の各測定局速報値のタブ           

をクリックすると各測定局の各測定物質の最新の測定結果を確認することができ

ます。 

※「----」は測定機の点検等により欠測となっている時刻を表し、測定していな

い項目は空欄としております。 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※タブをクリック 

各測定局の速報値の一覧は、確認する最新の時間値のみの表示となっておりま

す。PM2.5やOx以外の物質の濃度推移等を確認する場合は、「５．過去の測定結果

の確認方法」にてご確認ください。 
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５．過去の測定結果の確認方法 

本ホームページを開き、画面下の各測定局速報値のタブ           

をクリックし、各測定局の各測定物質の最新の測定結果の画面を表示します。 

最新速報値の画面下に下図のような各局測定値の画面があります。 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①測定局の選択 

 

(１)各測定値画面の       を 

クリックします。 

(２)クリックすると、右図のように 

リストがでるので確認したい測定 

局を選択します。 
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②日付の選択 

 

(１)各測定値画面の日付をクリックしま 

す。 

(２)クリックすると、下図のようにリストが 

でるので確認したい日付を選択します。 

 

 

 

 

※過去１週間分の測定結果を確認することが 

できます。 

 

 

 

③表示をクリック 

 

①測定局、②日付を選択後、表示をクリッ 

クすると、測定結果が表示されます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①リストから測定局を選択します。 

②リストから日付を選択します。 

③表示をクリックします。 
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〇過去の測定結果が表示され、選択した日時の濃度推移が確認できます。 

 
 
 
 
 
 本ホームページは、リアルタイムの測定結果を広く県民等に周知するために運用して

いるため、県では欠側を少なくするなど、出来るだけ測定結果を公表できるように努め

ているところです。 

 しかしながら、ホームページの更新が止まっていたり、数値について確認したい場合

などはお手数ですが、下記連絡先までご連絡お願います。 

  

 

【お問い合わせ先】 

 ・沖縄県環境部環境保全課 大気環境班 

 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

Tel ： 098-866-2236  

Fax ： 098-866-2240 

E-mail ： aa038008@pref.okinawa.lg.jp 

   

第３章 おわりに 

例 ： 沖縄局 2015 年 1 月 25 日の測定結果 


